
 

1 

次のとおり公募します。 

令和 8年 6月 8日 

                            

                 一般社団法人 日本医療安全調査機構 

 

                           

令和 8 年度医療事故調査制度に係る研修委託事業 

実施団体公募要領 

1 事業名 

令和 8年度医療事故調査制度に係る研修委託事業 

 

2 事業の趣旨 

平成 27 年 10 月 1 日より開始した医療事故調査制度について、一層の円滑な 

制度運用に向けて、医療事故に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行うに

あたっての知識及び技能の習得とともに、各地域や医療機関において、医療事故

調査制度について、正しく理解し、指導ができる人材を育成することが特に重要

である。 

また、医療法施行規則の一部を改正する省令（令和 8年厚生労働省令第 27号）

等において、病院並びに患者を入院させる施設を有する診療所等の管理者または

「医療事故に係る対応に関わる従業者」が医療事故に係る適切な対応に関する 

研修を受講しなければならないことが規定された。 

こうした状況を踏まえて、医療事故調査を行うにあたっての正しい知識及び 

技能の習得に加え、医療事故調査制度を牽引する各地域の統括リーダー並びに各

医療機関の管理者及び医療安全担当者等の実務者を養成し、その結果、標準的な

考え方や調査方法が各地域で波及することを目的として研修を行う。 

 

3 事業の内容  

I 支援団体職員を対象とした研修 

I-1 集合研修の場合 

（1）実 施 規 模 全国を対象とした研修を 1地区以上において各 1回、                       

           または複数回開催 

（2）実 施 期 間 1回あたり 1～2日間程度  

（3）研修対象者 各地域の支援団体等連絡協議会に関係し、医療事故調査
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支援及び研修講師として活動される予定の方 

（4）研修対象者数  1回あたり概ね 60～80人程度（各都道府県 3名程度） 

                 [開催地区数により研修対象者数は増減する。]  

(5) そ の 他 前項までの研修に加え、これを補完する研修内容もしく

は研修会を計画に含めることは差し支えない。 

I-2 オンライン研修の場合 

リアルタイム研修（ライブ配信型）やオンデマンド研修（録画配信型）等の

実施も差し支えない。 

（1）実施規模及び研修対象者数 全国を対象として、100人～150人程度 

（2）研修時間数 1日～2日間相当 程度  

（3）研修対象者  各地域の支援団体等連絡協議会に関係し、医療

事故調査支援及び研修講師として活動される

予定の方 

I-3 集合研修とオンライン研修を組み合わせる場合 

上記の集合研修とリアルタイム研修（ライブ配信型）やオンデマンド研修  

（録画配信型）等を組み合わせて行う研修の開催でも差し支えない。 

Ⅱ 医療機関職員を対象とした研修 

Ⅱ-1 集合研修の場合 

（1）実 施 規 模  概ね地方厚生局の管轄地域（7地区）において各 1回開催 

（2）実 施 期 間  1地区あたり半日～1日間程度 

（3）研修対象者   医療機関管理者及び医療安全担当者等の実務者、若しく

はそれらに準ずる方 

（4）研修対象者数   1地区あたり概ね 100～200人程度 

[開催地区数により研修対象者数は増減する。] 

(5) そ の 他   前項までの研修に加え、これを補完する研修内容もしく

は研修会を計画に含めることは差し支えない。 

 

Ⅱ-2 オンライン研修の場合 

リアルタイム研修（ライブ配信型）やオンデマンド研修（録画配信型）等の

実施も差し支えない。 

（1）実 施 規 模 全国を対象として、700人～1400人程度 
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（2）研修時間数 半日～1日間相当 程度 

（3）研修対象者   医療機関管理者及び医療安全担当者等の実務者、若しく

はそれらに準ずる方 

Ⅱ-3 集合研修とオンライン研修を組み合わせる場合 

上記の集合研修とリアルタイム研修（ライブ配信型）やオンデマンド研修  

（録画配信型）等を組み合わせて行う研修の開催でも差し支えない。 

 

4 応募に必要な資格に関する事項 

実施団体選定に係る公募に応募する者は、次の条件を全て満たす団体であること。 

（1） 平成 27 年 8 月 6 日付厚生労働省告示第 343 号に記されている「医療事故

調査等支援団体」であること。 

（2） 各都道府県に組織を有し、研修実施について、全国各地への広報及び周知

活動が円滑に行える組織力を有すること。 

（3） 同一組織に限定せず、全国を対象として、支援団体職員を対象とした医療

安全に関する研修について開催した実績を過去 2年間に有すること。 

（4） 同一組織に限定せず、全国を対象として、医療機関職員を対象とした医療

安全に関する研修について開催した実績を過去 2年間に有すること。 

（5） 科学性、倫理性、専門性を伴った医療事故調査を行うための知識等を有す

る研修の実施が可能なこと。 

（6） 全国規模で可及的速やかに研修実施が可能なこと。 

（7） 経営の状況及び信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

  なお、本公示に示した公募に必要な資格を満たさない者の提出した企画書等

は、無効とする。 

 

5 応募方法等 

（1） 企画書の提出 

 「医療事故調査制度に係る研修委託事業企画書」（以下、「企画書」という。）

を作成し、5(2)に示す応募方法により提出すること。 

企画書は、任意の様式として、以下の項目について具体的に記載すること。

記載にあたっては、「医療事故調査制度に関する管理者等研修プログラム 

作成指針（令和 7 年度厚生労働行政推進調査事業『医療安全管理部門の  

専従・専任医師等の資質向上に向けた研究』研究班」に示されている研修  
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内容を満たしていること。 

 

Ⅰ 支援団体職員を対象とした研修 

① Ⅰ 支援団体職員を対象とした研修医療事故調査制度の理念 

② 「医療事故」報告の判断に関する基本的な考え方と判断の記録方法 

③ 医療事故発生時の具体的対応方法 

④ 院内調査の公平性、中立性、専門性を確保するための基本的な考え方 

⑤ 調査結果報告書のあり方とその具体的記載方法 

⑥  その他、医療事故調査制度の理解に有用と思われる事項 

⑦-1 上記①～⑥を網羅した研修計画を作成。 

⑦-2 関係講師による十分な準備調整を行い、研修の内容及び教材について

研修全体における統一を図る。 

⑧  上記の研修内容を踏まえた、オンライン研修または集合研修とオンラ

イン研修を組み合わせた研修の企画も差し支えない。 

 

Ⅱ 医療機関職員を対象とした研修 

① 医療事故調査制度の理念 

② 「医療事故」報告の判断に関する基本的な考え方と判断の記録方法 

③ 医療事故調査制度で求められる医療機関管理者等の役割 

④ その他、医療事故調査制度の理解に有用と思われる事項 

⑤-1  上記①～④を網羅した研修計画を作成。 

 ⑤-2 上記の研修内容を踏まえた、オンライン研修または集合研修とオンラ

イン研修を組み合わせた研修の企画も差し支えない。 

 

（2） 応募方法 

  ① 提出期間 

令和 8年 6月 8日（月）から 6月 29日（月）必着 

  ② 提出先及び問い合わせ先 
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  （提出先） 

          〒105-0013 東京都港区浜松町 2-8-14 浜松町ＴＳビル 2階 

       日本医療安全調査機構 総務部 宛 

＊ 封筒の宛名面に「研修委託事業企画書在中」と朱書きにより明記

すること。 

＊ 応募書類は、原則として郵送または宅配便により提出すること。 

なお郵送の場合は、配送状況が確認できる方法とすること。 

（問い合わせ先） 

      日本医療安全調査機構 総務部 

        電話 03-5401-3021 FAX 03-5401-3022 

  ③ 提出書類及び部数 

ア. 令和 8年度医療事故調査制度に係る研修委託事業の応募について 1部 

（別添様式を参照。）                 

イ. 企画書（自由様式とする。）        1部 

ウ. 4(3)、（4）に基づく研修事業を証する資料（自由様式とする。）  1部 

 

6 その他 

（1） 公募の結果、応募者が複数の場合、企画競争を行うものとする。 

（2） 企画競争は、提出された企画書について評価を行い、事業の目的に最も合

致し、且つ最も評価の高い企画書を提出した一者を採用する。 

（3） 評価結果は、企画書等を提出した応募者に遅延なく通知する。 

   なお、評価に関する経過、内容等に関する問い合わせには応じない。 

   また、提出された企画書等の資料は返却しない。 

（4） 委託費の支払いについては、当機構が認める額を概算払いにより支払い、

委託業務完了後に受託者が提出する事業費所要額調書に基づいて精算す

るものとする。 

（5） 事業受託者は、当該年度の事業が完了したときは、令和 9年 4月 2日（金） 

までに、別途、当機構が指示する「研修事業実績報告書」を提出するもの

とする。 

（6） 当該委託業務は、当機構と事業受託者において、前記（4）及び（5）の内

容を含む「委託契約書」を締結しなければならない。 


